
1 相 総 第 号

2 令 和 年 度 十島・新村地区避難地建築工事

3 相 良 村 大 字 地内

4 避難地建築工事

5 ・大屋根シェルター　N=1基　

・便所　N=1基

・防災倉庫　N=1基

・ソーラー照明　N=5基

6 一 金 円

7 令和 6 年 11 月 5 日 （仮契約） 6 年 11 月 22 日

8 令和 6 年 　 11 月 22 日 か ら

令和 7 年 3 月 21 日 ま で

9

球磨郡五木村甲１０４６－９

（株）　技　建　日　本

堀川　　匠太

37-2311

1 0 指名競争において指名業者を選定した理由

（随意契約にあっては契約の相手方を選定した理由）

相良村工事請負建設業者選定要領の第５条指名業者の選定条文に基づき､次の理

由により選定した。

① 不誠実な行為の有無､及び信用状態

② 工事の成績

③ 経営の状況

④ 手持ち工事の状況

⑤ 当該工事に対する地理的条件

⑥ 当該工事施工についての技術的適性

⑦ 安全管理の状況

⑧ 労働福祉の状況

契 約 結 果 表

6

契 約 金 額

工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

柳 瀬

7

令和 （本契約）

73,150,000

商 号 又 は 名称

代 表 者 名

電 話 番 号

契 約 日

契 約 期 間

請 負 業 者

住 所


